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1.はじめに 

1.1.計画策定の背景と目的

（1）計画策定の背景 

我が国においては、公共施設等（公共施設及びインフラ資産）の老朽化対策が大きな課

題となっており、今後、人口減少、少子高齢化の進行等により公共施設等の利用需要が変

化していくことが予想されることから、公共施設等の状況を把握するとともに、適正な供

給量や配置を検討することが必要となっています。 

このような状況を踏まえ、国においては、平成 25 年 11 月「経済財政運営と改革の基本

方針～脱デフレ・経済再生～」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）における「インフラの老朽

化が急速に進展する中、『新しく造ること』から『賢く使うこと』への重点化が課題である。」

との認識のもと、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。 

そして、平成 26 年 4 月に、国から各地方公共団体に対して、公共施設等の総合的かつ計

画的な管理を推進するために、「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むよう要請があ

りました。 

本町においても、公共施設等の老朽化が進み、順次、改修や建替えが必要な時期を迎え

ようとしています。また、財政面においては、人口減少に伴う税収の伸び悩みや高齢化社

会の進行に伴う社会福祉関連経費の増大も想定されていることから、将来的にすべての公

共施設等をこのまま維持していくことは困難な状況が予測されます。 

今後の安全で持続的な公共サービスを提供していくためには、社会情勢の変化に対応し

ながら、効率的・効果的な公共施設等の整備及び管理運営に努める必要があります。 

このような状況を踏まえ、本町においては、平成 28 年度に、「ときがわ町公共施設等総

合管理計画」を策定し、この計画に基づき、各施設の劣化状況の調査、学校やインフラ資

産の個別施設計画等を策定し、公共施設等の再配置や長寿命化への取組を進めてきたとこ

ろです。 

 その間、国では平成 30 年 2 月に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改

訂について」（以下、「改訂指針」という。）を、令和 3年 1月には「令和 3年度までの公共

施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」を公表し、個別施設計画等

を反映した公共施設等総合管理計画の不断の見直しを求めています。 

（2）計画策定の目的 

本計画は、本町における公共施設等の全体を把握するとともに、公共施設等を取り巻く

現状や将来にわたる課題等を客観的に整理し、長期的な視点を持って公共施設等の総合的

かつ計画的な管理を推進することを目的として、改訂指針に基づき公共施設等の現況及び

将来の見通しについて最新データに更新し、計画内容を見直しするものです。 
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1.2.計画の位置づけ

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」等を踏まえて策定するものであり、本町

の今後の公共施設等の管理に関する「基本的な方針」を示し、個別施設ごとの具体の対応

方針を定めた個別施設計画の指針となるものです。町の上位計画である「総合振興計画」

に即し、関連計画と連動します。 

図 1-1 本計画の位置づけ 

1.3.計画期間

公共施設等マネジメントの推進においては、中長期的な視点が不可欠であるため、平成

28 年度（2016 年度）から令和 37 年度（2055 年度）までの 40 年間を計画期間とします。 

なお、概ね 10 年ごとに見直すことを基本とし、今後の上位計画等の見直しや社会情勢の

変化等の状況に応じて、適宜見直しを行います。 

計画期間 40 年間 

（平成 28 年度（2016 年度）から令和 37 年度（2055 年度）まで） 

公共施設等総合管理計画 関連計画 

総合振興計画 

個別施設計画 

（整備計画、長寿命化計画 等）

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
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1.4.対象範囲

（１）対象となる公共施設等 

本計画の対象は町有財産のうち、公共施設等（公共施設及びインフラ資産）とします。 

図 1-2 対象範囲 

町
有
財
産

公共施設

インフラ資産

土地

その他（動産・金融資産）

公
共
施
設
等

学校教育系施設（小中学校、給食センター　）

子育て支援施設（保育園、学童保育施設　）

保健・福祉施設（地域活動支援センター、保健センター　等）

町民文化系施設（公民館、文化センター　等）

スポーツ・レクリエーション系施設（運動場、体育センター　等）

産業系施設（農村文化交流センター　等）

公園（公園内のトイレ）

道路、農道、林道、道路橋、農道橋、林道橋、上水道、

農業用灌漑用水、雨水渠、浄化槽、公園、河川

その他（公衆トイレ　等）

公営住宅（子育て支援住宅）

行政系施設（庁舎、消防団詰所　等）

対象施設
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表 1-1 公共施設一覧 

大分類 中分類 施設名

町民文化系施設 集会施設

一ト市地域事務所、一ト市コミュニティセンター、仲井分館、
根際集落センター、上郷農村センター、春日集落センター、
春和分館、勤労福祉センター、六区文化会館、五明第一分館、
日影分館、番匠文化センター、本郷農民センター、別所公会堂、
田中集会所、桃木中央会館、関堀集落センター、馬場公会堂、
瀬戸公民館、大附中央会館、女鹿岩公会堂、下郷会館、
後野公会堂、上サ公会堂、宮平集会所、奥畑農民センター、
雲河原生活改善センター、雲河原コミュニティセンター、
椚平文化センター、勤労者福祉会館、都幾川公民館、玉川公民館、
健康広場館、ふれあいセンター田黒、大野くすの木センター

文化施設 文化センター

ｽﾎﾟｰﾂ・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

ｽﾎﾟｰﾂ施設

一ト市ゲートボール場、仲井ゲートボール場、
五明ゲートボール場、西平運動場、玉川運動場、体育センター、
玉川トレーニングセンター、五明運動場、上サスケート場、
田黒運動場

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・
観光施設

ふれあいの里たまがわ、やすらぎの家、いこいの里大附、
大野特産物販売所、木のむらキャンプ場、木のむら物産館、
堂平天文台、星と緑の創造センター、建具会館、建具会館事務室、
温泉スタンド、都幾川四季彩館、くぬぎむら体験交流館

産業系施設 産業系施設
農村文化交流センター、農産物加工所、建具会館加工所、
市民農園管理棟

学校教育系施設 学校
明覚小学校、萩ヶ丘小学校、玉川小学校、都幾川中学校、
玉川中学校

その他教育施設 学校給食センター

子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 玉川保育園、平保育園

幼児・児童施設 玉川学童保育所、都幾川学童保育所、萩ヶ丘小学校内学童保育所

保健・福祉施設 高齢福祉施設 地域活動支援センター

保健施設 ときがわ町保健センター

その他社会福祉施設 シルバー人材センター、社会福祉協議会事務所

行政系施設 庁舎等
ときがわ町役場本庁舎、ときがわ町役場第二庁舎、活き生き活動センター、
就業改善センター

その他行政系施設
倉庫（旧ローヤル電機倉庫）、第二庁舎倉庫・書庫・車庫、車庫・文化財整
理室

消防施設

消防第１分団第１部詰所、消防第１分団第２部詰所、
消防第１分団第３部詰所、
消防第２分団第１部詰所（コミュニティ消防センタ－）、
消防第２分団第２部車庫及び詰所、
消防第２分団第３部車庫及び詰所、
消防第３分団第１部車庫及び詰所、
消防第３分団第２部車庫及び詰所、
旧消防第３分団第４部車庫及び詰所

公営住宅 公営住宅 子育て支援住宅

公園 公園 雀川砂防ダム公園、ホタルの里公園、ときがわ親水公園

その他 その他

寄宿舎、ときがわブランディング工房、大野作業場、
旧大野保育園、明覚駅西公衆トイレ、観音堂公衆トイレ、
後野公衆トイレ、旧泉原集会所（倉庫外2棟）、椚平観光トイレ、
川の広場公衆便所、
トレッキングコース（七重休憩施設公衆トイレ）、
旧小川消防署都幾川分署、大附公衆トイレ、宮平公衆トイレ、
刈場坂峠公衆トイレ、三波渓谷公衆トイレ、
やすらぎの家東公衆トイレ、慈光寺バス停公衆トイレ、
堂平山公衆トイレ、椚平公衆トイレ、
おためし住宅”やまんなか”、シェアハウス”まちんなか”、
明覚駅無料自転車置場

令和 3年度調査時点 
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（２）公共施設の変遷 

平成 28 年度以降に新設、更新、解体及び名称変更等のあった施設は次のとおりです。 

表 １-2 公共施設の変遷 

施設名
延床面積

(㎡)
施設名

延床面積
(㎡)

別館会議室 294 - -
名称変更及び
分類を「その他行政系施設」へ変更

- - ふれあいセンター田黒 227 R1新築
竹ノ谷文化センター 156 - - 除却
大椚生活改善センター 198 - - 除却
大野上サ集会所 146 - - 除却
大野下モ集会所 87 - - 除却
七重集会所 57 - - 除却
雲河原下公会堂 65 - - 除却
一ト市コミュニティセン
ター

402
一ト市コミュニティセン
ター

196 H28改築工事

- - 大野くすの木センター 268 H29新築
田黒農村センター 182 - - 除却
五明地域運動場 37 五明運動場 37 名称変更
- - 田黒運動場 15 対象施設として追加

市民農園管理棟 129 - - 分類を「産業系施設」へ変更

建具会館 394 建具会館 388 面積変更
事務室(ときがわ町観光協会
事務室）

55 建具会館事務室 33 名称及び面積変更

温泉スタンド 14 温泉スタンド 16 面積変更

- - 市民農園管理棟 129
分類を「レクリエーション施設・観光
施設」から変更

建具会館加工所 144 建具会館加工所 150 面積変更
明覚小学校 4,244 明覚小学校 4,288 面積変更
玉川小学校 4,069 玉川小学校 4,172 公衆便所棟を追加
旧大椚第一小学校 1,683 - - 除却

その他教育施設 給食センター 619 学校給食センター 628 名称変更及び面積変更

子育て支援施設
幼稚園・保育園

・こども園
平保育所 437 平保育園 437 名称変更

保健施設
ときがわ町保健センター
玉川分室

1,022 - -
H28使用中止
「活き生き活動センター」に用途変更

社会福祉協議会事務所 166 社会福祉協議会事務所 310 立地及び面積変更
シルバー人材センター 605 シルバー人材センター 794 面積変更
- - 活き生き活動センター 1,033 H30.5開所

ときがわ町役場第二庁舎 3,144 ときがわ町役場第二庁舎 1,955
「第二庁舎倉庫・書庫・車庫」・「倉
庫（旧ローヤル電機倉庫）」を分けて
記載

- - 第二庁舎倉庫・書庫・車庫 411
H28「社会福祉協議会」・「第二庁
舎」の一部を記載

- -
倉庫（旧ローヤル電機倉
庫）

698 「第二庁舎」より分けて記載

- - 車庫・文化財整理室 294
名称変更及び
分類を「集会施設」から変更

公園 公園 雀川砂防ダム公園 51 雀川砂防ダム公園 25 一部除却
泉原集会所（椚平公衆トイ
レ）

147 旧泉原集会所（倉庫外2棟） 133
「椚平公衆トイレ」を分けて記載し、
名称変更

公衆便所棟 103 - - 玉川小学校に含む
事務室(ときがわ町観光協会
事務室）

55 - - 名称変更及び面積変更

旧小川消防署都幾川分署 302 旧小川消防署都幾川分署 337 面積変更
トレッキングコース（西平
インフォメーション施設公
衆トイレ、七重休憩施設公
衆トイレ）

54
トレッキングコース（七重
休憩施設公衆トイレ）

54 名称変更

きのこ作業所・倉庫 587 - - 除却

- -
おためし住宅”やまんな
か”

100 H28利用開始

- -
シェアハウス”まちんな
か”

239 H29利用開始

- - 大附公衆トイレ 11 対象施設として追加
- - 宮平公衆トイレ 8 対象施設として追加
- - 刈場坂峠公衆トイレ 4 対象施設として追加
- - 三波渓谷公衆トイレ 17 対象施設として追加
- - やすらぎの家東公衆トイレ 20 対象施設として追加
- - 慈光寺バス停公衆トイレ 35 対象施設として追加
- - 堂平山公衆トイレ 4 対象施設として追加
泉原集会所（椚平公衆トイ
レ）

147 椚平公衆トイレ 14 対象施設として追加

- - 明覚駅無料自転車置場 89 R2新築

中分類
平成28年度時点

その他行政系施
設

行政系施設

令和3年度現在
変更の理由

その他 その他

スポーツ・レク
リエーション系

施設

スポーツ施設

レクリエーショ
ン施設・観光施

設

産業系施設 産業系施設

学校教育系施設
学校

保健・福祉施設
その他社会福祉

施設

町民文化系施設 集会施設

大分類

庁舎等



6 

2.公共施設等の現況及び将来の見通し 

2.1.沿革・位置・地勢

本町は、平成 18 年 2 月に都幾川村、玉川村の 2村の合併により誕生しました。 

埼玉県のほぼ中央の比企郡西部に位置し、東は嵐山町、南は鳩山町、越生町、飯能市、

西は横瀬町、秩父市、北は東秩父村、小川町に接しており、東西約 13km、南北約 9km の町

域の面積は 55.90k ㎡となっています。 

秩父山地東縁から東松山台地に接する所に位置し、外秩父山地が武蔵野に接する比企西

部山間山沿地域に属しています。西部は大半を森林で囲まれた山間地域となっており、東

に向かって山地、丘陵地、台地に至る里山地域から構成されています。町内には都幾川、

雀川が流れており、町域の大半を占める森林は、両河川の水源となっています。 

道路は、県道大野東松山線が都幾川に沿って東西方向、県道飯能寄居線が南北方向に通 

じ、秩父、東松山、小川、越生方面への幹線道路を構成しています。 

2.2.人口の現状と見通し

（1）町全体 

本町の総人口は平成 7年の約 1万 4千人をピークに減少しており、平成 27 年には約 1万

1千 5百人となっています。「ときがわ町人口ビジョン」によると、令和 22 年には、約 6千

7百人、令和 27 年には、約 5千 8百人まで減少するものと見込まれています。 

年齢 3 階層別人口の割合をみると、平成 27 年では、生産年齢人口比率は約 60％、高齢

者人口比率は約 32％となっていますが、高齢化が進み、令和 7 年には高齢者人口比率が

40％を超え、さらに令和 17 年には 50％を超えると予測されています。 

資料：昭和 55 年～平成 27 年：国勢調査、令和２年～令和 27 年：国立社会保障・人口問題研究所推計値 

図 2-1 総人口及び年齢 3階層別人口の推移と見通し 

※年少人口：15 歳未満の人口、生産年齢人口：15 歳以上 65 歳未満の人口、高齢者人口：65 歳以上の人口 
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（2）地区別 

近年の人口の推移を地区別にみると、馬場地区を除き、減少傾向となっています。特に、

大野地区、雲河原地区、椚平地区、西平地区等では減少が著しい状況です。 

表 2-1 地区別の人口の推移 

出典：国勢調査        

図 2-2 地域別人口の推移

平成17年 平成22年 平成27年 増減数 増減率

桃木 421 355 348 ▲ 73 ▲ 17.3

田中 492 461 409 ▲ 83 ▲ 16.9

本郷 838 798 764 ▲ 74 ▲ 8.8

番匠 1,463 1,335 1,266 ▲ 197 ▲ 13.5

馬場 505 562 541 36 7.1

関堀 399 350 332 ▲ 67 ▲ 16.8

瀬戸 725 661 611 ▲ 114 ▲ 15.7

大附 276 260 224 ▲ 52 ▲ 18.8

別所 366 354 324 ▲ 42 ▲ 11.5

西平 1438 1313 1157 ▲ 281 ▲ 19.5

雲河原 145 131 106 ▲ 39 ▲ 26.9

大野 551 438 370 ▲ 181 ▲ 32.8

椚平 158 130 117 ▲ 41 ▲ 25.9

都幾川地域　合計 7,777 7,148 6,569 ▲ 1208 ▲ 15.5

玉川 3,104 3,019 2,802 ▲ 302 ▲ 9.7

田黒 640 586 547 ▲ 93 ▲ 14.5

五明 1055 1002 970 ▲ 85 ▲ 8.1

日影 695 663 604 ▲ 91 ▲ 13.1

玉川地域　合計 5,494 5,270 4,923 ▲ 571 ▲ 10.4

地区
人口（人） H17→H27
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2.3.財政の状況と見通し

（1）歳入（普通会計） 

歳入（普通会計）の状況をみると、令和 2年度の歳入総額は約 71.7 億円であり、そのう

ち、地方税は約 13.3 億円で、歳入総額の約 19％を占めています。 

地方税の推移をみると、平成 29 年度をピークに減少傾向にあります。令和 2年度は、新

型コロナウィルス対策に多額の事業費を投入した影響に伴って過去 10 年間で最高の歳入

総額となっていますが、今後は、生産年齢人口の減少に伴う地方税の減収等により歳入の

増加は期待できない状況となっています。 

図 2-3 歳入（普通会計）の推移 

※一般財源：いかなる経費についても使用できる収入。地方税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金。 

※地方税：市町村が収入する税の総称。住民税（個人、法人）、固定資産税、軽自動車税等。 

※地方交付税：国と地方の財源調整と地域間の財源の偏りを調整するため、国が地方へ交付する交付金。 

※特定財源：一定の使途にのみ使用できる収入。国庫支出金、県支出金、地方債等。 

※国庫支出金：国から市町村へ交付される補助金等の総称。 

※都道府県支出金：市町村が行う事業に対して都道府県から交付され、使い道が決められている負担金。 

※地方債：市町村が 1 会計年度を超えて行う借入れ。 

特
定
財
源

一
般
財
源
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（2）歳出（普通会計） 

歳出（普通会計）の状況をみると、令和 2年度の歳出総額は約 68.6 億円であり、そのう

ち、義務的経費は約 24.8 億円で、歳出総額の約 36％を占めています。 

歳出の推移をみると、義務的経費のうち扶助費の増加が顕著であり、平成 28 年度のピー

クの後に、一度減少しましたが令和元年度より再び増加に転じ、令和 2 年度では約 6.9 億

円と、平成 23 年度に比べ約 1.2 倍となっています。今後も、高齢化の進行に伴い、扶助費

はさらに増加していくことが予想されます。 

そのような状況のなかで、今後の公共施設等の整備に充当できる財源を現在の水準で維

持することが困難となることが想定されます。 

図 2-4 歳出（普通会計）の推移 

※人件費：職員給、地方公務員共済組合等負担金、退職金、委員等報酬、議員報酬手当等。 

※扶助費：社会保障制度の一環として、生活保護法等の各種法令に基づいて支払われる経費、及び地方公共団体が単独で

行っている住民福祉に要する経費。 

※公債費：地方自治体が借り入れた地方債（借金）の元金と利子の償還（返済）金及び一時借入金の利子の合算額。 

※物件費：消耗品等の物品購入費や、光熱水費、委託等に要する経費。 

※維持補修費：公共用施設等の維持に要する経費。 

※補助費等：法適用企業に対する負担金、さまざまな団体等への補助金、報償費、寄附金等の補助費等。 

※投資的経費：道路・橋、学校、庁舎等公共又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経費。 

※繰出金：一般会計から特別会計等に対して支払う経費であり、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療等に対する一

般会計の負担金。 

※義務的経費：人件費、扶助費、公債費等の性質上容易に削減することができない経費。

義
務
的
経
費
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2.4.公共施設等の状況と将来の更新等費用の見通し

（1）公共施設の状況

①施設の保有状況と推移

本町の公共施設の保有量は 121 施設であり、延床面積は約 6万 4千㎡となっています。 

延床面積の内訳をみると、学校教育系施設（約 36％）が最も多く、次いで、スポーツ・

レクリエーション系施設（約 21％）、町民文化系施設（約 19％）の順となっています。 

平成 28 年度調査時点の公共施設の保有量と比べて、施設数は 4施設増加し、延床面積は

約 2千㎡(約 3％)減少しています。 

表 2-2 公共施設の施設数と施設規模 

図 2-5 公共施設の施設分類別延床面積

割合
(令和3年度)

割合
(令和3年度)

平成28年度
調査時点

令和3年度調
査時点

増減 (％)
平成28年度
調査時点

令和3年度調
査時点

増減 (％)

町民文化系施設 42 36 ▲ 6 29.8 13,470 12,177 ▲ 1,293 19.2

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 23 23 0 19.0 13,481 13,309 ▲ 172 20.9

産業系施設 4 4 0 3.3 1,350 824 ▲ 526 1.3

学校教育系施設 7 6 ▲ 1 5.0 24,416 22,889 ▲ 1,527 36.0

子育て支援施設 5 5 0 4.1 2,162 2,162 ▲ 0 3.4

保健・福祉施設 6 4 ▲ 2 3.3 3,472 2,247 ▲ 1,225 3.5

行政系施設 11 16 5 13.2 5,077 7,389 2,312 11.6

公営住宅 1 1 0 0.8 278 278 0 0.4

公園 3 3 0 2.5 100 74 ▲ 26 0.1

その他 15 23 8 19.0 1,501 2,207 706 3.6

合計 117 121 4 100.0 65,307 63,556 ▲ 1,751 100.0

注）▲印はマイナスを示す。　割合の合計が100になるように「その他」で調整している。

施設分類 施設数

延床面積

延床面積（㎡）

施設

町民文化系施設

12,177㎡
19.2%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

13,309㎡
20.9%

産業系施設

824㎡
1.3%

学校教育系施設

22,889㎡
36.0%

子育て支援施設

2,162㎡
3.4%

保健・福祉施設

2,247㎡
3.5%

行政系施設

7,389㎡
11.6%

公営住宅

278㎡
0.4%

公園

74㎡
0.1%

その他

2,207㎡
3.6%
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②老朽化の状況

建築年度別にみると、昭和 40 年代から昭和 50 年代にかけて比較的多くの施設が整備さ

れています。 

建築後 30 年以上を経過している施設は約 4 万 2 千㎡であり、公共施設全体の約 66％を

占めています。このうち約 2 万 5 千㎡は大規模改修実施済みです。建築物は一般的に、建

築後 30 年程度で大規模改修、60 年程度で建替えが必要とされており、今後はこれらの公

共施設の老朽化に対応していく必要があります。 

平成 28 年度調査時点の建築後 30 年以上を経過している施設は約 3 万 9 千㎡であり、床

面積及び割合ともに増加しており、老朽化が進んでいる状況がうかがえます。 

図 2-6 公共施設の建築年度別延床面積 

表 2-3 公共施設の建築年度別延床面積の推移 

玉川保育園

体育センター

文化センター

玉川ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

延床面積
（㎡）

構成比
（％）

延床面積
（㎡）

構成比
（％）

平成28年度調査時点 39,216 60.0 25,881 39.6 65,097 210
令和3年度調査時点 42,045 66.2 21,038 33.1 63,083 472

増減 2,829 - ▲ 4,843 - ▲ 2,014 262

注）▲印はマイナスを示す。　

建築年
不詳

（㎡）

建築後30年以上経過 建築後30年未満経過
合計
(㎡)
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③耐震化の状況

新耐震基準※の公共施設の延床面積は、約 3万６千㎡であり、約 56％を占めています。 

旧耐震基準※の公共施設の延床面積は、約 2万 7千㎡であり、約 43％を占めています。 

耐震化の状況を施設分類別にみると、町民文化系施設、保健・福祉施設及びその他で

は、耐震化が必要な施設（耐震診断済み・未補強、診断未実施）の割合が高い状況です。 

平成 28 年度調査時点の旧耐震基準の公共施設の延床面積は約 2 万 9 千㎡で約 44％を占

めており、現在と比較して、延床面積で約 2千㎡減少しています。 

図 2-7 建築年度別の耐震化状況（延床面積ベース） 
※旧耐震基準：建築物の設計において適用される地震（中地震：震度 5 程度）に耐えることのできる構造の基準で、 

昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築確認において適用されていた基準 

※新耐震基準：建築物の設計において適用される地震（大地震：震度 6 強）に耐えることのできる構造の基準で、 

昭和 56 年 6 月 1 日以降の建築確認において適用されている基準 

図 2-8 施設分類別の耐震化状況（延床面積ベース） 
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④他都市との比較

他都市と比較すると、本町の公共施設の 1人当たり延床面積は約 5.1 ㎡/人であり、全国

平均（約 3.7 ㎡/人）や県平均（約 2.3 ㎡/人）を大幅に上回っています。川越比企地域内

の 9町のなかでも最も大きいという状況です。 

出典：公共施設の延床面積：総務省「公共施設状況調（令和元年度）」

人口：国勢調査（令和２年：速報値）

図 2-9 公共施設の 1人当たりの延床面積の比較 
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（2）インフラ資産の状況 

インフラ資産は、町民生活や産業の基盤であり、安全な暮らしを支えるうえで必要不可

欠な施設です。これまで多くの施設を整備してきましたが、老朽化が進んでおり、順次更

新の時期を迎えようとしています。 

本町の主なインフラ資産の保有状況及び平成 28 年度からの施設量の変化は、以下のとお

りです。 

表 2-4 インフラ資産の保有状況 

平成28年度 令和３年度 増減

36,758 ｍ 36,774 ｍ 16

237,755 ㎡ 238,031 ㎡ 276

37,097 ｍ 37,077 ｍ ▲ 20

191,724 ㎡ 192,822 ㎡ 1,098

5,866 ｍ 3,455 ｍ ▲ 2,411

9,871 ㎡ 9,247 ㎡ ▲ 624

402,395 ｍ 403,264 ｍ 869

1,045,502 ㎡ 1,049,837 ㎡ 4,335

482,116 ｍ 480,570 ｍ ▲ 1,546

1,484,852 ㎡ 1,489,937 ㎡ 5,085

547 ｍ 547 ｍ 0

2,188 ㎡ 2,188 ㎡ 0

27,693 ｍ 27,693 ｍ 0

96,835 ㎡ 96,835 ㎡ 0

242 橋 242 橋 0

1,921 ｍ 1,926 ｍ 5

7,660 ㎡ 7,609 ㎡ ▲ 51

1 橋 1 橋 0

9 ｍ 9 ｍ 0

40 ㎡ 40 ㎡ 0

7 橋 5 橋 ▲ 2

52 ｍ 48 ｍ ▲ 4

321 ㎡ 288 ㎡ ▲ 33

管路 138,680 ｍ 110,163 ｍ ▲ 28,517

10 施設 10 施設 0

737 ㎡ 658 ㎡ ▲ 79

圃場整備区域 93 ha 93 ha 0

ため池 26 箇所 26 箇所 0

用水路堰 28 基 28 基 0

用水路 20,535 ｍ 20,535 ｍ 0

揚水機場 3 基 3 基 0

ダム放流施設 1 施設 1 施設 0

411 ｍ 411 ｍ 0

864 基 1,039 基 175

13 施設 13 施設 0

101,395 ㎡ 101,395 ㎡ 0

1 河川 1 河川 0

550 ｍ 520 ｍ ▲ 30

普通河川（水路） 27 河川 27 河川 0

種別
数量

道路橋

林道

農道

分類

上水道

道路

一級町道

二級町道

その他の町道

計

上水道施設

林道橋

農道橋

歩行者道

河川
準用河川

公園

農業用灌漑用水

浄化槽

雨水渠
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（3）過去に行った対策の実績 

平成 28 年度以降に実施した対策は、次のとおりです。 

①点検・診断

・令和元年度に職員による劣化状況調査・劣化度評価を実施 

②大規模改修等

・文化センター（屋上防水・空調設備・電気設備）（平成 29 年度）、68,629 千円 

・活き生き活動センター（模様替え及び改築）（平成 29 年度）、125,778 千円 

・体育センター（雨漏り対策）（平成 29～30 年度）、229,274 千円 

③職員への講習会

・令和元年度に劣化状況調査・劣化度評価マニュアルの職員講習会を実施 

④個別施設計画の策定

・平成 30 年度 森林管理道施設長寿命化計画 

・平成 30 年度 ときがわ町水道事業経営戦略 

・令和元年度 橋梁長寿命化修繕計画 

       農業用施設長寿命化計画 

・令和 2年度 ときがわ町公共施設個別施設計画（再配置方針・長寿命化計画） 

（以下、本文中では「個別施設計画」という。） 
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（4）有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち償却資産の取得価額等に対する減

価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度

減価償却が進んでいるか、いわゆる老朽化を把握する指標です。 

本町の有形固定資産減価償却率は、令和元年度で 50.9％となっており、全国平均

63.4％、埼玉県平均 62.8％及び類似団体平均 61.2％を下回っており、類似団体内の順位

は 47 団体中 10 番目です。 

平成 18 年度の合併以降、施設の大規模改修を進め、長寿命化を図った結果、減価償却

率は低い数値となっていますが、今後、老朽化した施設の統廃合や除却など、本計画及

び個別施設計画に基づき、検討を進める必要があります。 

出典：令和元年度財政状況資料集（総務省） 

図 2-10 本町の有形固定資産減価償却率の推移 

【有形固定資産減価償却率算定式】 

※土地等の非償却資産：貸借対照表の事業用資産の土地、立木竹、建設仮勘定、 

インフラ資産の土地、建設仮勘定及び物品の合計。 

類似団体：「人口」と「産業構造」に基づき、総務省が設定しています。県内では小鹿野町、

美里町、神川町が類似団体となっています。

算定式 
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（5）公共施設等の将来の更新等費用の見通し 

①公共施設

ａ）本計画策定時の更新等費用の見通し 

平成 28 年度から令和 37 年度までの 40 年間に、公共施設の更新等にかかる費用の合計は

約 264 億円と推計されます。年平均では更新等費用が約 6.6 億円/年で、投資的経費実績額

が約 5.0 億円/年であることから、約 1.6 億円/年が不足すると推計されます。 

10 年ごとにみると、平成 28 年度から令和 7年度までの 10 年間は大規模改修を中心に費

用がかかる見込みであり、令和 8 年度以降は更新（建替え）を中心に多額の費用がかかる

見込みとなっています。 

図 2-11 公共施設の将来の更新等費用の推計 

※「公共施設等更新費用試算ソフト」（総務省監修）により試算 

※投資的経費実績額：公共施設にかかる投資的経費の平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 ヵ年平均 

※積み残し：試算時点で改修実施年数を既に経過し、大規模改修されなくてはならないはずの施設が、大規模改修されず

に残されている場合、今後 10 年間に実施するものとして、大規模改修費用を均等に振り分けて計上 

R3 
(2021) 

R8 
(2026) 

R13 
(2031) 

R18 
(2036) 

R23 
(2041) 

R28 
(2046) 

R33 
(2051) 
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ｂ)現在要している更新等経費 

平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間に既存の公共施設の更新等に要した実績

額は、下表に示すとおりです。このうち既存更新分の年平均は、約 1.8 億円となっていま

す。 

表 2-5 公共施設に係る投資的経費の内訳 

出典：庁内資料 

※既存更新分：公共施設の建替え及び改修するための経費 

※新規整備分：新たな公共施設の建設をするための経費 

※用地取得分：公共施設の建設等のための用地を取得するための経費 

ｃ）耐用年数経過時に単純更新した場合の費用見込み（自然体） 

令和 2年度時点で保有している公共施設について、今後も維持し続けた場合に必要とな

る更新等費用について、総務省より提供されている公共施設等更新費用試算の基準を用い

て試算します。 

この結果、令和 4年度から令和 37（2055）年度までの 34 年間で約 223.3 億円、年平均

で約 6.6 億円が必要となり、充当可能な財源（過去 5年間の公共施設にかかる投資的経費

の実績）年平均約 1.8 億円に対し約 4.8 億円の超過となります。 

注）実績の R3（2021）は、過去 5年間（H28（2016）～R2（2020））の平均値。 

図 2-12 耐用年数経過時に単純更新した場合の公共施設の将来更新等費用の見込み 

（単位：千円）

区分 年度
平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

平均

既存更新分 120,358 342,475 206,161 14,989 200,818 176,960

新規整備分 24,771 76,572 39,048 57,200 0 39,518

用地取得分 15,612 21,720 8,643 5,704 8,034 11,943

合計 160,741 440,767 253,852 77,893 208,852 228,421

普
通
会
計
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ｄ）長寿命化対策を反映した場合の費用見込み 

公共施設の長寿命化対策を反映した場合の更新等費用の見込みは、令和 2年度に策定し

ている個別施設計画より把握します。 

その結果、令和 4年度から令和 37 年度までの 34 年間で約 124.6 億円、年平均で約 3.7

億円が必要となり、充当可能な財源（過去 5年間の公共施設にかかる投資的経費の実績）

年平均約 1.8 億円に対し約 1.9 億円の超過となります。 

耐用年数経過時に単純更新した場合の費用見込みと比較すると、今後 34 年間の差額は

98.7 億円、年平均で約 2.9 億円の縮減となります。 

注）実績の R3（2021）は、過去 5年間（H28（2016）～R2（2020））の平均値。 

図 2-13 長寿命化対策を反映した場合の公共施設の将来更新等費用の見込み 

表 2-6 公共施設の将来更新等費用の見込みの効果

（単位：億円）
実績

H28～R3
(2016～2021)

R4～R7
(2022～2025)

R8～R17
(2026～2035)

R18～R27
(2036～2045)

R28～R37
(2046～2055)

合計 平均

a 策定時自然体 51.7 70.5 78.9 52.0 253.1 7.4

b 改訂時自然体 24.0 69.2 82.8 47.3 223.3 6.6

c 長寿命化対策 10.6 22.7 41.1 50.2 124.6 3.7

d 効果(c-b) ▲ 13.4 ▲ 46.5 ▲ 41.7 2.9 ▲ 98.7 ▲ 2.9

注）▲印はマイナスを示す。

将来更新等費用の見込み

10.6
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②インフラ資産

ａ）本計画策定時の更新等費用の見通し 

平成 28 年度から令和 37 年度までの 40 年間に、インフラ資産の更新等にかかる費用の合

計は約 352 億円と推計されます。年平均では更新等費用が約 8.8 億円/年で、投資的経費実

績額が約 4.1 億円/年であることから、約 4.7 億円/年が不足すると推計されます。 

図 2-14 インフラ資産の将来の更新等費用の推計 

※「公共施設等更新費用試算ソフト」（総務省監修）により試算 

※「公共施設等更新費用試算ソフト」では、学校、庁舎等の公共施設、道路、橋、上水道、下水道のインフラ資産で市町

村の投資が概ね把握することができるとされていることから、ここでは、道路、橋、上水道の費用を計上しており、そ

の他の農道、林道、農業用灌漑用水等の費用は計上していません。 

※投資的経費実績額：インフラ資産にかかる投資的経費の平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 ヵ年平均

投資的経費（5ヵ年平均）

約4.1億円

１年当たりの更新等費用

8.8億円

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

H28
(2016)

H33
(2021)

H38
(2026)

H43
(2031)

H48
(2036)

H53
(2041)

H58
(2046)

H63
(2051)

道路 橋りょう 上水道 投資的経費（5ヵ年平均） １年当たりの更新等費用

（億円）
将来の更新等費用：約 352.4 億円

（年度）

約2.1倍
年間約4.7億円不足

10年間 約 84.3 億円 10年間 約 90.5 億円10年間 約 84.4 億円 10年間 約 93.2 億円

R3 
(2021) 

R8 
(2026) 

R13 
(2031) 

R18 
(2036) 

R23 
(2041) 

R28 
(2046) 

R33 
(2051) 
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ｂ）現在要している維持管理・更新等経費 

平成 28 年度から令和 2年度までの過去 5年間に既存のインフラ資産の更新等に要した

実績額は、下表に示すとおりです。普通会計における既存更新分の年平均は約 1.1 億円、

事業会計における既存更新分は約 1.0 億円であり、合計約 2.1 億円となっています。 

表 2-7 インフラ資産に係る投資的経費（道路＋橋りょう＋上水道） 

出典：庁内資料 

※既存更新分：公共施設の建替え及び改修するための経費 

※新規整備分：新たな公共施設の建設をするための経費 

※用地取得分：公共施設の建設等のための用地を取得するための経費 

道路 （単位：千円）

区分 年度
平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

平均

既存更新分 59,410 146,176 46,700 43,939 75,672 74,379

新規整備分 84,438 44,096 43,208 15,418 29,028 43,238

用地取得分 6,607 1,780 3,272 1,350 15,980 5,798

合計 150,455 192,053 93,180 60,707 120,680 123,415

普
通
会
計

橋りょう （単位：千円）

区分 年度
平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

平均

既存更新分 31,317 31,852 58,811 20,459 27,599 34,008

新規整備分 0 0 0 0 0 0

用地取得分 0 0 0 0 0 0

合計 31,317 31,852 58,811 20,459 27,599 34,008

普
通
会
計

上水道 （単位：千円）

区分 年度
平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

平均

既存更新分 67,052 121,777 135,375 35,402 149,056 101,732

新規整備分 0 0 0 0 0 0

用地取得分 0 0 0 0 0 0

合計 67,052 121,777 135,375 35,402 149,056 101,732

事
業
会
計

（単位：千円）

区分 年度
平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

平均

既存更新分 90,727 178,028 105,511 64,398 103,271 108,387

新規整備分 84,438 44,096 43,208 15,418 29,028 43,238

用地取得分 6,607 1,780 3,272 1,350 15,980 5,798

合計 181,772 223,904 151,991 81,166 148,279 157,422

既存更新分 67,052 121,777 135,375 35,402 149,056 101,732

新規整備分 0 0 0 0 0 0

用地取得分 0 0 0 0 0 0

合計 67,052 121,777 135,375 35,402 149,056 101,732

普
通
会
計

事
業
会
計
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ｃ）耐用年数経過時に単純更新した場合の費用見込み 

令和 2年度時点で保有しているインフラ資産について、今後も維持し続けた場合に必要

となる更新等費用について、総務省より提供されている公共施設等更新費用試算の基準を

用いて試算します。 

この結果、令和 4年度から令和 37 年度までの 34 年間で約 279.7 億円、年平均で約 8.2

億円が必要となり、充当可能な財源（過去 5年間のインフラ資産にかかる投資的経費の実

績）年平均約 2.1 億円に対し約 6.1 億円の超過となります。 

注）実績の R3（2021）は、過去 5年間（H28（2016）～R2（2020））の平均値。 

図 2-15 耐用年数経過時に単純更新した場合のインフラ資産の将来更新等費用の見込み 
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ｄ）長寿命化対策を反映した場合の費用見込み 

インフラ資産の長寿命化対策を反映した場合の更新等費用の見込みは、令和 2年度まで

に策定している各施設の個別施設計画等によって把握します。 

その結果、令和 4年度から令和 37 年度までの 34 年間で約 217.8 億円、年平均で約 6.4

億円が必要となり、充当可能な財源（過去 5年間のインフラ資産にかかる投資的経費の実

績）年平均約 2.1 億円に対し約 4.3 億円超過しています。 

耐用年数経過時に単純更新した場合の費用見込みと比較すると、今後 34 年間の差額は

61.9 億円、年平均で約 1.8 億円の縮減となります。 

注）実績の R3（2021）は、過去 5年間（H28（2016）～R2（2020））の平均値。 

図 2-16 長寿命化対策を反映した場合のインフラ資産の将来更新等費用の見込み 

表 2-8 インフラ資産の将来更新等費用の見込みの効果

（単位：億円）
実績

H28～R3
(2016～2021)

R4～R7
(2022～2025)

R8～R17
(2026～2035)

R18～R27
(2036～2045)

R28～R37
(2046～2055)

合計 平均

a 策定時自然体 71.6 84.4 90.5 93.2 339.7 10.0
b 改訂時自然体 60.0 71.6 71.6 76.5 279.7 8.2
c 長寿命化対策 8.3 62.2 70.8 76.5 217.8 6.4
d 効果(c-b) ▲ 51.7 ▲ 9.4 ▲ 0.8 0.0 ▲ 61.9 ▲ 1.8

注）▲印はマイナスを示す。

将来更新等費用の見込み

12.7
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③公共施設・インフラ資産の長寿命化対策等による効果額

ａ）本計画策定時の更新等費用の見通し 

平成 28 年度から令和 37 年度までの 40 年間に、公共施設等（公共施設とインフラ資産）

の更新等にかかる費用の合計は約 616.1 億円と推計されます。年平均では更新等費用が約

15.4 億円/年で、投資的経費実績額が約 9.1 億円/年であることから、約 6.3 億円/年が不

足すると推計されます。 

図 2-17 公共施設等の将来の更新等費用の推計 

※「公共施設等更新費用試算ソフト」（総務省監修）により試算 

※投資的経費実績額：公共施設にかかる投資的経費とインフラ資産にかかる投資的経費の合計 

投資的経費（5ヵ年平均）

約9.1億円

１年当たりの更新等費用

約15.4億円

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

H28
(2016)

H33
(2021)

H38
(2026)

H43
(2031)

H48
(2036)

H53
(2041)

H58
(2046)

H63
(2051)

公共施設 インフラ 投資的経費（5ヵ年平均） １年当たりの更新等費用

（億円）
将来の更新等費用：約 616.1 億円

（年度）

約1.7倍
年間約6.3億円不足

10年間 約 146.6 億円 10年間 約 169.4 億円10年間 約 154.9 億円 10年間 約 145.2 億円
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ｂ）耐用年数経過時に単純更新した場合の費用見込み

耐用年数経過時に単純更新した場合の公共施設・インフラ資産の将来更新等費用の見込

みは、令和 4年度から令和 37 年度までの 34 年間で約 503.0 億円、年平均で約 14.8 億円が

必要となり、充当可能な財源（過去 5 年間の公共施設等にかかる投資的経費の実績）年平

均約 3.9 億円に対し約 10.9 億円の超過となります。 

注）実績の R3（2021）は、過去 5年間（H28（2016）～R2（2020））の平均値。 

図 2-18 耐用年数経過時に単純更新した場合の公共施設・インフラ資産の将来更新等費用

の見込み



26 

ｃ）長寿命化対策を反映した場合の費用見込み 

長寿命化対策を反映した場合の公共施設・インフラ資産の将来更新等費用の見込みは、

令和 4年度から令和 37 年度までの 34 年間で約 342.4 億円、年平均で約 10.1 億円が必要と

なり、充当可能な財源年平均約 3.9 億円に対し約 6.2 億円の超過となります。 

耐用年数経過時に単純更新した場合の費用見込みと比較すると、今後 34 年間の差額は約

160.6 億円、年平均で約 4.7 億円の縮減となります。 

注）実績の R3（2021）は、過去 5年間（H28（2016）～R2（2020））の平均値。

図 2-19 長寿命化対策を反映した場合の公共施設・インフラ資産の将来更新等費用の見込み 

表 2-9 公共施設・インフラ資産の将来更新等費用の見込みの効果

（単位：億円）
実績

H28～R3
(2016～2021)

R4～R7
(2022～2025)

R8～R17
(2026～2035)

R18～R27
(2036～2045)

R28～R37
(2046～2055)

合計 平均

a 策定時自然体 123.3 154.9 169.4 145.2 592.8 17.4
b 改訂時自然体 84.0 140.8 154.4 123.8 503.0 14.8
c 長寿命化対策 18.9 84.9 111.9 126.7 342.4 10.1
d 効果(c-b) ▲ 65.1 ▲ 55.9 ▲ 42.5 2.9 ▲ 160.6 ▲ 4.7

注）▲印はマイナスを示す。

23.3

将来更新等費用の見込み
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ｄ）中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み 

総務省が示す中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込みに係る様式に合わせ、令

和 4年度から令和 13 年度までにおける 10 年間及び 34 年間の維持管理・更新等に係る経費

の見込みについて整理すると、下記のとおりです。 

【　　　　2022 年度から10年間】

今後 10年間の 公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み (百万円)

維持管理
・修繕（①）

改修（②） 更新等（③）
合計（④）

（①+②+③）

耐用年数経過時に
単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等
の効果額
（④-⑤）

現在要している
経費

（過去5年平均）

建築物(a) 505 0 1,790 2,295 5,839 -3,544 177

インフラ施設(b) 541 0 2,320 2,861 5,178 -2,317 108

計(a+b) 1,046 0 4,110 5,156 11,017 -5,861 285

建築物（c） 0 0 0 0 0 0 0

インフラ施設(d) 0 0 1,321 1,321 5,049 -3,728 102

計(c+d) 0 0 1,321 1,321 5,049 -3,728 102

505 0 1,790 2,295 5,839 -3,544 177

541 0 3,641 4,182 10,227 -6,045 210

1,046 0 5,431 6,477 16,066 -9,589 387

【 2022 年度から 2055 年度】

今後 34 年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み (百万円)

維持管理
・修繕（①）

改修（②） 更新等（③）
合計（④）

（①+②+③）

耐用年数経過時に
単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等
の効果額
（④-⑤）

現在要している
経費

（過去5年平均）

建築物(a) 1,649 0 10,816 12,465 22,325 -9,860 177

インフラ施設(b) 823 9 14,317 15,149 17,607 -2,458 108

計(a+b) 2,472 9 25,133 27,614 39,932 -12,318 285

建築物（c） 0 0 0 0 0 0 0

インフラ施設(d) 0 0 6,627 6,627 10,355 -3,728 102

計(c+d) 0 0 6,627 6,627 10,355 -3,728 102

1,649 0 10,816 12,465 22,325 -9,860 177

823 9 20,944 21,776 27,962 -6,186 210

2,472 9 31,760 34,241 50,287 -16,046 387

中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込みに係る様式（30年以上）

普通会計

公営事業会計

建築物合計（a+c）

インフラ施設（b+d）

合計（a+b+c+d）

　【備考】
※　建築物：学校教育施設、文化施設、庁舎、病院等の建築物のうち、インフラ施設を除いたもの。
※　インフラ施設：道路、橋りょう、農道、林道、河川、港湾、漁港、公園、護岸、治山、上水道、下水道等及びそれらと一体となった建築物。
※　維持管理・修繕：施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行っ
　た後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく 消耗部品の取替え
　等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。
※　改修：公共施設等を直すこと。なお、改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。転用も含む。
※　更新等：老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

建築物合計（a+c）

インフラ施設（b+d）

合計（a+b+c+d）

公営事業会計 地方債等を活用

中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込みに係る様式（10年間）

財源の見込み

普通会計 基金や地方債等を活用
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2.5. 公共施設等を取り巻く課題

人口、財政、公共施設等の現状や将来の見通しを踏まえると、以下のような課題が挙げ

られます。 

課題１：需要の変化への対応 

本町の総人口は、平成 7年をピークに減少しており、今後も減少傾向が続く見通しです。

また、高齢化が進み、令和 7 年には高齢化率が 40％を超えると予測されています。また、

近年の地区別の人口の推移をみると、全体的に減少傾向となっています。 

さらに、本町は平成 18 年 2 月に都幾川村、玉川村の 2村の合併により誕生した町である

ことから、合併に伴う施設の重複、余剰、地域偏在等の課題があると考えられます。 

そのため、人口構造の変化等による需要の変化や地域特性等に対応した施設の規模や配

置等の適正化を図る必要があります。 

課題２：厳しい財政状況への対応 

歳入の面では、生産年齢人口の減少等により歳入の増加は期待できない状況となってい

ます。歳出の面では、高齢化の進行等に伴う扶助費の増加により、公共施設等の整備に充

当できる財源を現在の水準で維持することが困難となることが想定されます。 

そのため、今後の厳しい財政状況を見据えて、施設の維持管理・運営にかかるコストの

縮減や財源の確保を図る必要があります。 

課題３：施設の老朽化への対応 

本町は多くの公共施設等を保有しており、それらの老朽化が進行しています。今後、施

設の更新や改修が必要となる時期を順次迎えます。そして、施設の更新や改修には多額の

費用を要することや、更新時期が集中することが想定されます。 

そのため、施設の安全性や性能の確保と、更新や改修にかかる費用の抑制・平準化を図

る必要があります。また、更新等の実施にあたっては、時代の潮流として SDGs（Sustainable 

Development Goals:持続可能な開発目標）を意識し、バリアフリー化やユニバーサルデザ

イン化を進める必要があります。 
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3.公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

3.1.公共施設等マネジメントの基本方針

公共施設等を取り巻く現状や課題を踏まえ、持続可能な公共サービスの実現に向けて、

本町における公共施設等マネジメントの基本方針を以下のとおりとします。 

基本方針１：施設の規模や配置の適正化 
○将来のまちづくりを見据え、地域特性、町民需要、財政事情等を勘案しながら、施設

の規模や配置の適正化に努めます。 

○公共施設については、原則として新規整備を行わないものとします。もし新規整備を

行う場合は、施設の統廃合等を行い、町全体の施設総量（総延床面積）を削減するよ

うにします。 

基本方針２：コストの縮減と財源確保 
○民間活力の導入、省エネルギー対策、未利用財産の処分、受益者負担の適正化等の様々

な取組により、施設の維持管理や運営にかかるコストの縮減と財源の確保に努めます。 

基本方針３：計画的な施設の保全 
○日常及び定期的な点検・診断を徹底し、予防保全型の計画的な維持管理により、施設

の安全性や性能を確保します。 

〇施設の耐震化や長寿命化を促進するとともに、更新や改修にかかる費用を抑制・平準

化し、財政負担の軽減に努めます。 

基本方針４：持続可能なまちづくりへの貢献 
○ときがわ町総合振興計画を踏まえ、公共施設等の適正なマネジメントによる良質なサ

ービスを提供できる行政運営の実現とともに、限られた資産、財源を有効に活用する

ことで、町民の多様な暮らしを支え続ける持続可能なまちづくりを目指します。 

図 3-1 公共施設等マネジメント基本方針のイメージ  

（主な取組） 

□新規整備の抑制 

□公共施設の統廃合 等

（主な取組） 

□民間活力の導入 

□省エネルギー対策 

□受益者負担の適正化 等 

（主な取組） 

□点検・診断 

□予防保全型の維持管理 

□耐震化・長寿命化 等 

持続可能なまちづくりへの貢献

町民の多様な暮らしを支え続
ける、持続可能なまちづくり 
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公共施設の保有量の目標： 

公共施設の延床面積を令和 37年度までに 50％削減を目標と

する。もしくは、改修に必要な財源確保を図ります。 

3.2.公共施設等の保有量の目標

（1）公共施設 

＜削減すべき更新等費用の算出＞ 

計画策定時の削減すべき更新等費用は、下記に示すとおりです。 

約 1.6 億円（年平均不足費用） 

÷約 6.6 億円（1年当たりの将来の更新等費用）×100 ≒ 24％ 

今回の改訂において将来更新等費用を改めて試算した結果、削減すべき更新等の費用は、

下記に示すとおりです。 

◆耐用年数経過時に単純更新した場合のケース 

約 4.8 億円（年平均不足費用） 

÷約 6.6 億円（1年当たりの将来の更新等費用）×100 ≒ 73％ 

◆長寿命化対策を反映した場合のケース 

約 1.9 億円（年平均不足費用） 

÷約 3.7 億円（1年当たりの将来の更新等費用）×100 ≒ 51％ 

この結果より、長寿命化対策を反映した場合のケースを踏まえ、個別施設計画に基づき

施設の安全性の確保や利便性の向上等を図っていくとともに、施設の集約化・複合化等を

更に進めていくこととし、下記のとおり削減目標を設定します。 

＜保有量の削減目標の設定＞ 

計画期間の今後 34 年間で公共施設の保有量（延床面積）を 50％削減することを目標と

します。もしくは、改修に必要な財源確保を図ります。なお、今後の社会情勢の変化や財

政状況等に応じて適宜見直しを行います。 

図 3-2 目指すべき施設のイメージ 
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（2）インフラ資産 

インフラ資産は、住民の生活を支える社会基盤となる施設であり、現時点では基本的に

総量の縮減が困難であることから、予防保全型の維持管理への転換等により長寿命化を進

め、費用の抑制・平準化を図り、持続可能な施設保有を目指します。 
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3.3.公共施設等の管理に関する基本的な考え方

（1）点検・診断等の実施方針 

【公共施設】 

○適正な点検・診断を施すことにより、損傷や故障の発生に伴い改修等を行うこれまで

の対症療法的な「事後保全」から、機能の低下の兆候を検出し、事前に使用不可能な

状態を避けるために行う「予防保全」に転換し、計画的な保全を図ります。 

○点検・診断にあたっては、職員等による日常の「自主点検」と法令等に基づく「定期

点検・法定点検」を組み合わせて実施することにより、施設や設備の機能を適正に維

持していきます。 

○点検結果や修繕等の履歴などの情報についてデータ化した施設カルテを整理し、一元

管理することにより、計画的かつ効率的な管理を推進します。 

【インフラ資産】 

○点検・診断を施すことにより、施設性能を可能な限り維持し、長期にわたり使用でき

るよう、不具合が発見された都度に修繕する「事後保全」から使用不可能な状態の前

に修繕する「予防保全」への転換を図ります。 

○国において、点検のマニュアルがある施設については、国のマニュアルに従って、点

検を実施します。 

○職員等による日常点検・安全パトロール及び定期的な点検・診断により各施設の劣化

や損傷状況等を把握し、その結果得られた施設の状態や対策履歴の情報を記録すると

ともに、次期点検・診断に活用するメンテナンスサイクル（点検 → 診断 → 措置 → 

記録）を構築し、継続的に取り組んでいきます。 

図 3-3 メンテナンスサイクルのイメージ 

（2）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

【公共施設】 

○建物の保全については、予防保全的な観点から、部材や設備の耐用年数、劣化状況等

を考慮し、個別施設計画で定めた「計画的な保全により目標使用年数まで利用する建

物」と「対症療法的な保全により標準使用年数まで利用する建物」に区分し、建物を

維持管理することを基本とします。 

○各施設における部位・部材等の改修等の周期や点検・診断の結果を踏まえ、適切な時

期に計画的に修繕・更新等を実施することにより機能の維持を図ります。 

○これまで新規整備に充てていた財源を今後、新たな施設の整備に充てることは困難と

なることが想定されるため、施設の長寿命化を基本とし、施設の更新や新規整備は、

点検 診断 措置 記録 
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極力抑制していくものとします。 

○更新や新規整備を行う場合は、機能の複合化や集約化を原則とし、人口の動向や住民

需要、周辺施設の立地状況及び類似施設の状況等を踏まえ適正な規模を検討するとと

もに、効率的な施設配置を目指します。また、スケルトンインフィル工法※を取り入れ

て転用のしやすい構造とするなど、整備後の柔軟な利活用を目指します。 

○施設の改修・更新等にあたっては、日常的・定期的な点検結果から適切な工事の実施

時期及び手法等について検討し、計画的に改修等を実施するとともに、機能性・効率

性やユニバーサルデザイン化を重視するものとし、省エネ対応機器の導入等により、

トータルコストの縮減を目指します。 

※スケルトンインフィル工法：建物のスケルトン（柱・梁・床等の構造躯体）とインフィル（住戸内の内装・設備等）

とを分離した工法。 

【インフラ資産】 

○費用対効果や経済波及効果を考慮するとともに、リスクベースメンテナンス※の考え方

を基に整備の優先順位を定めるなど、効果的・計画的に新設及び更新、維持保全を実

施します。 

○施設の整備や更新にあたっては、長期にわたって維持管理しやすい素材の使用を検討

します。 

○老朽化した施設の増加に伴い、対策費用の増加が見込まれることから、日常的及び定

期的な点検等により蓄積されたデータベースを活用し、適切な工事の時期を把握して

予防改修等を行うなど、施設のライフサイクルコストの縮減と費用の平準化を図りま

す。 

※リスクベースメンテナンス：リスクを基準に検査及びメンテナンス（検査、補修、改造、更新等）の重要度、緊急度

を評価し、優先順位を付けてメンテナンスを行う方法。 

（3）安全確保の実施方針 

【公共施設】 

○点検・診断等により、危険性が認められた施設については、早期に更新、改修、解体

等の対策を講じます。 

○供用廃止となっている施設や、今後利用する見込みのない施設については、周辺環境

への影響を考慮し、解体、除去等の対策を講じます。また、安全性に問題のない建物

については、民間への売却、貸付、譲渡等による有効活用を検討します。 

【インフラ資産】 

○点検・診断等により、劣化や損傷等が確認された施設については、速やかに修繕・改

修等の必要な措置を講じ、安全性の確保を図ります。 

○高度の危険性が確認された施設・箇所については、速やかに立入禁止措置等を行い、

周辺環境への影響や利用状況等を考慮し、復旧作業や除却等の必要な措置を講じます。 
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（4）耐震化の実施方針 

【公共施設】 

○耐震診断が未実施である施設については、施設の今後のあり方を踏まえたうえで、計

画的に耐震診断を実施します。 

○耐震性を満たしていない施設については、施設の耐用年数や老朽度を勘案のうえ、更

新、耐震化、廃止等の判断を早期に行い、防災上の重要性や利用者数等に応じて優先

順位を定めた上で、計画的に耐震改修を実施します。 

○耐震改修工事等の際には、併せて減築（不要なスペースを削減し、延床面積を縮減）

を実施することを検討します。 

○改修等の実施にあたっては、最新の耐震・防災技術に優れた工法を導入するなど、躯

体の経年劣化の回復やライフラインの更新等といった建築物の建設当初の水準に戻す

だけでなく、近年頻発している集中豪雨等の自然災害から町民の生命・財産を守るた

めの防災機能の向上も図ります。 

【インフラ資産】 

○利用者の安全確保や安定した供給等が行われるよう、各施設の特性や緊急性、重要性

を考慮のうえ、計画的に耐震化を進めます。 

（5）長寿命化の実施方針 

【公共施設】 

○今後も継続的に保有し続ける施設のうち、長寿命化をすることによりライフサイクル

コスト（LCC）の縮減を見込むことができる施設を対象として、計画的に長寿命化を推

進し、ライフサイクルコスト（LCC）の抑制・平準化を図ります。 

○今後、更新や新築する場合、計画段階からあらかじめ長寿命化に必要な性能を備えた

部位・部材及び設備の採用を検討します。 

【インフラ資産】 

○原則として、計画的に長寿命化を推進し、ライフサイクルコスト（LCC）の抑制・平準

化を図ります。 

○蓄積された点検・診断結果とともに各施設台帳などのデータベース化及び結果の分析

を進め、適切な改修、更新等の時期、量、方法を検討し、施設の長寿命化を進めます。 

○今後、新設や更新の際には、長期にわたり維持管理しやすい構造、材質を使用し、長

寿命化への改善を図ります。 
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図 3-4 長寿命化のイメージ 

（6）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

【公共施設】 

○少子高齢化や国際化等による利用者の変化、環境への影響等の社会的ニーズに対応す

るため、建物の改修及び更新・新築の際には、ユニバーサルデザイン化を図ります。 

○既存施設においては、敷地内の段差のない通路や視覚障害者誘導用ブロック、建物内

の床面段差の解消や手すり、エレベーターの設置などのバリアフリー化を進めます。 

【インフラ資産】 

○道路及び公園の改修に伴い、歩行空間の確保、段差の解消、歩道への視覚障害者誘導

用ブロック等の設置に努めます。 

（7）統合や廃止の推進方針 

【公共施設】 

○人口動向や財政状況等を踏まえ、必要な公共サービスの水準を維持し、費用対効果に

配慮しつつ、厳しい財政状況等を考慮した施設総量の適正化を図ります。そのために、

施設の更新時等において、施設の集約化、複合化を含めた統廃合の可能性を検討しま

す。 

○施設の再編にあたっては、個別施設計画に定めた「再配置の基本方針」に基づくとと

もに、同計画において実施した施設の利用状況や運営状況、費用の状況、地理的条件

等による施設評価、さらに、住民意向や上位計画等における将来まちづくりの位置づ

けも踏まえ、適正な施設の再編を検討します。 

○大規模改修や更新等の時期を迎える公共施設については、将来の人口規模や利用者の



36 

需要を勘案した改修・建替えによる施設規模の縮小による適正化を検討します。 

○統廃合・複合化に際しては、総量適正化の観点から延床面積縮減のため、原則、既存

施設と同等面積以下とすることとします。 

○施設の集約化は、同種・類似の公共サービスを提供する施設について、施設の利用状

況や住民ニーズなどを踏まえ、効率化を図る視点から検討します。また、少子高齢化

等の人口構成の変化に伴う今後の住民ニーズの変化に配慮しつつ、既存の公共サービ

スを維持する視点から検討します。 

○施設の複合化は、異なる公共サービスを提供する各種公共施設の立地状況や利用状況・

需要見通し等を踏まえ、多目的な施設利用（多機能化）の可能性について検討します。

また、施設の複合化、多目的利用することによる地域づくりへの有効性を検討します。 

○安全が確保された施設の既存の余剰スペースや統廃合によって発生した余剰施設につ

いては、積極的に有効活用します。 

○廃止とした施設については、積極的に建築物の除却を行います。 

○施設の廃止により生じる跡地については、原則として売却や貸付等を行い、有効活用

を図ります。 

〇低未利用施設や今後、施設利用者の減少が見込まれる施設等については、今後の需要

見込みや財政状況等を踏まえ、必要とされる公共サービスの維持又は拡充を図るため

の用途変更や廃止等、客観的な視点から施設の今後のあり方を検討します。さらに、

原則として売却や貸付等を行い、有効活用を図ります。 
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【インフラ資産】 

○今後の人口動向等の社会情勢の変化や需要、財政状況等を踏まえ、必要に応じて整備

計画の見直し等を行い、適正な供給を確保するとともに、適切な保有量への見直しを

図ります。 

方法 内容 イメージ 例 

集約化 

同一機能の複数施

設をより少ない施

設規模や数に集約 

・更新や改築の際に

2つの集会施設を

1つに統合 

複合化 

余剰・余裕スペー

ス等を活用して、

周辺の異なる機能

の施設と複合化 

・学校の余裕教室に

児童館の機能を移

転 

類似機能の

統合 

設置目的は異なる

ものの、機能が似

通っている複数施

設を統合 

・更新や改築の際に

集会施設と文化施

設を統合 

減築 

耐震改修工事等の

際に、不要なスペ

ースを削減し、延

床面積を縮減 

・消防施設の耐震改

修工事の際に、低

利用部分を削減 

民間施設の

活用 

周辺の民間施設を

活用 

・民間住宅を借り上

げて公営住宅とし

て供給

実施主体や

管理運営 

主体の変更

事業の実施主体や

管理運営主体を民

間等へ変更 

・集会施設を地元自

治会へ譲渡 

広域連携 

近隣自治体の施設

の機能、配置状況

等を踏まえ、施設

を広域利用 

・スポーツ施設を近

隣自治体と相互利

用

廃止 

未利用施設等を廃

止し、有効活用

（新設又は貸付や

売却） 

・未利用施設を廃止

し、跡地を売却 

Ａ

Ａ

Ａ

余剰 

同一の
機能 

余剰 

異なる
機能 

Ａ

Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ

Ｂ 余剰 

類似する
機能 

Ａ+Ｂ

公共による 
施設の管理運営
事業実施 

民間等による 
施設の管理運営
事業実施 

Ａ Ａ

余剰 
ときがわ町 近隣自治体 

Ａ
有効活用（新設・売却・貸付等） 

余剰 

民間施設
賃借等 Ａ 民間施設

減築 

Ａ
A
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（8）総合的かつ計画的な管理を実現するための方針 

■職員の意識啓発や技術向上 

公共施設等マネジメントの取組を推進するためには、職員一人一人がその意義を理解

することが重要であることから、職員を対象とした研修会の開催等により、意識啓発や

技術向上を図ります。 

また、各施設の職員による日常点検や定期的点検と法定点検等により、不具合の早期

発見と修繕対応を図ります。 

■補助制度等の活用 

国・県の補助制度等（公共施設最適化事業債、地域活性化事業債、除却事業に係る地

方債等）を積極的に活用し、施設の維持管理等に要する財源の確保と財政負担の軽減を

図ります。 

■広域連携 

広域的な課題への対応や公共施設の相互利用等を適切に行うために、国・県・近隣自

治体との連携を図ります。 

■民間事業者との連携 

PPP/PFI※の導入や、民間施設を利用した公共サービスの提供等の民間活力の効果的な

活用により、管理運営費用の抑制に加えてサービスの充実に努めます。 

※PPP：Public Private Partnership（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）の略称。公共サービスの提供に民間が参画する

手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。

指定管理者制度も含まれる。 

※PFI：Private Finance Initiative（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）の略称。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう。

■町民との協働・連携 

町民や地域団体等が施設の維持管理・運営に参加する方法について検討し、町民との

協働・連携を推進します。 

■受益者負担の適正化 

施設の使用料や手数料等の受益者負担の適正化に向けた検討を行い、必要に応じて見

直しを行います。なお、見直しに際しては、施設を利用する町民と利用しない町民との

公平性にも配慮します。 
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4.施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

4.1.公共施設

（1）町民文化系施設 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

町民文化系施設 
集会施設 

一ト市地域事務所、一ト市コミュニティセンター、 
仲井分館、根際集落センター、上郷農村センター、 
春日集落センター、春和分館、勤労福祉センター、 
六区文化会館、五明第一分館、日影分館、 
番匠文化センター、本郷農民センター、別所公会堂、 
田中集会所、桃木中央会館、関堀集落センター、 
馬場公会堂、瀬戸公民館、大附中央会館、女鹿岩公会堂、
下郷会館、後野公会堂、上サ公会堂、宮平集会所、 
奥畑農民センター、雲河原生活改善センター、 
雲河原コミュニティセンター、椚平文化センター、 
勤労者福祉会館、都幾川公民館、玉川公民館、健康広場館、
ふれあいセンター田黒、大野くすの木センター 

文化施設 文化センター 

 ＜集会施設＞ 

○公民館、集会所等の 35 施設があります。 

○一部の施設では、地元自治会等に管理を委託しています。 

○多くの施設の老朽化が進んでいます。 

○平成 28 年度に「一ト市コミュニティセンター」の改築工事を実施しています。 

○平成 29 年度に「大野くすの木センター」、令和元年度に「ふれあいセンター田黒」

を新築しています。 

○地元住民や利用者からの指摘や報告を受けて、随時修繕等を実施しています。 

○サークル活動やイベント等で町民に利用されていますが、なかには利用者が少ない

施設もあります。 

＜文化施設＞

○「文化センター」の 1施設があり、町の直営です。 

○建築後 20 年以上を経過しており、設備などの老朽化がみられます。 

○町主催の行事や各種団体の活動等で利用されています。平成 27 年度の稼働率（利用

実績時間/利用可能時間）は約 42％でしたが、平成 30 年度には約 37％へと低下して

います。 

②基本方針 

 ＜集会施設＞ 

◆地区住民の生涯学習活動や地域密着型のコミュニティ活動等を支援する場として、

サービスを継続します。 

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。 
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◆個別施設計画に基づき、施設規模の適正化（集約化等）や運営の効率化を図ります。 

＜文化施設＞

◆町民の文化活動などを支援する施設として維持するとともに、防災活動拠点として

も維持します。 

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。 

（2）スポーツ・レクリエーション系施設 

①現状・課題

※建物を有する施設のみ該当 

大分類 中分類 施設名 

スポーツ・レクリエー
ション系施設 

スポーツ施設 

一ト市ゲートボール場、仲井ゲートボール場、 
五明ゲートボール場、西平運動場、玉川運動場、 
体育センター、玉川トレーニングセンター、五明運動場、
上サスケート場、田黒運動場 

レクリエーション
施設・観光施設 

ふれあいの里たまがわ、やすらぎの家、いこいの里大附、
大野特産物販売所、木のむらキャンプ場、 
木のむら物産館、堂平天文台、星と緑の創造センター、 
建具会館、建具会館事務室、温泉スタンド、 
都幾川四季彩館、くぬぎむら体験交流館

注）太字アンダーラインの施設は、指定管理者制度導入施設。 

＜スポーツ施設＞

○「体育センター」等の 10 施設があります。 

○多くの施設の老朽化が進んでいます。「西平運動場」の管理棟は、平成 25 年度に大

規模改修を実施しています。 

○「体育センター」については、平成 30 年度に雨漏り対策工事を含む大規模改修を実

施しています。 

○「玉川トレーニングセンター」については、集約化を検討します。 

○平成 30 年度の利用者数は、「体育センター」が約 4万人、「玉川トレーニングセンタ

ー」が約 1 万 2 千人、「玉川運動場」が約 6 千人、「上サスケート場」が約 4 千人、

「西平運動場」が約 1 万 4 千人となっています。年度や施設によって多少ばらつき

がありますが、全体的には減少傾向にあります。 

＜レクリエーション施設・観光施設＞

○「都幾川四季彩館」等の 13 施設があり、このうちの 9施設は指定管理者により管理

運営されています（①現状・課題の表中、下線の施設）。 

○多くの施設の老朽化が進んでいます。「堂平天文台」は平成 15 年度、「いこいの里大

附」は平成 21 年度、「建具会館」は平成 24 年度に大規模改修を実施しています。 

○平成 30 年度の利用者(来客数)数は、「木のむら物産館」が約 16 万 6 千人、「ふれあ

いの里たまがわ」が約 10 万 9 千人、「都幾川四季彩館」が約 5万 9 千人、「やすらぎ

の家」が約 1 万 9 千人、「建具会館」が約 1 万 9 千人、「木のむらキャンプ場」が約
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2 万人、「大野特産物販売所」が約 1万人、「いこいの里大附」が約 1万 1千人、「く

ぬぎむら体験交流館」が約 5千人、「堂平天文台」・「星と緑の創造センター」が約 5

千人となっています。年度や施設によって多少ばらつきがありますが、全体的には

ほぼ横ばいの傾向にあります。 

②基本方針 

＜スポーツ施設＞

◆全町的に利用されている施設については、サービスの維持、運営の効率化、さらな

る施設の魅力向上を図ります。 

◆主に地区住民が受益者となっている施設については、地区管理により、地域密着型

のコミュニティの形成や活動を維持します。 

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。 

◆「玉川トレーニングセンター」は、施設の老朽化状況、利用状況等を勘案し、集約

化による施設規模の適正化を図ります。 

＜レクリエーション施設・観光施設＞ 

◆今後も観光・交流を支えるサービスを継続し、にぎわいや交流を創出する場として

さらなる活性化、魅力向上を図ります。 

◆指定管理者制度導入施設については、引き続き民間によるサービスを維持していき

ます。また、直営施設については、サービスの維持、運営の効率化、さらなる施設

の魅力向上のため、指定管理者制度等の民間活用を検討します。 

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。 

（3）産業系施設 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

産業系施設 産業系施設 
農村文化交流センター、農産物加工所、建具会館加工所、
市民農園管理棟 

○「農村文化交流センター」等の 4施設があります。 

○多くの施設の老朽化が進んでいます。 

○「農村文化交流センター」については、平成 27 年度末に社会福祉協議会への貸付を

終了しています。施設を有効活用するために、公募による民間団体への貸付を行っ

ています。 

②基本方針 

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。
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（4）学校教育系施設 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

学校教育系施設 

学校 
明覚小学校、萩ヶ丘小学校、玉川小学校、都幾川中学校、
玉川中学校 

その他教育施設 学校給食センター 

＜学校＞

○小学校が 3校、中学校が 2校あります。 

○多くの施設の老朽化が進んでいます。校舎や体育館については、必要に応じて大規

模改修を実施しています。なお、校舎及び体育館の耐震化は平成 27 年度に完了して

います。 

○職員が日常点検を実施しており、適宜修繕を実施しています。 

○児童・生徒数は、小学生は減少傾向、中学生は概ね横ばいにあります。 

＜その他教育施設＞

○「学校給食センター」の 1施設があり、町の直営です。 

○職員が日常点検を実施しており、適宜修繕を実施しています。 

②基本方針 

＜学校＞

◆安全・安心な教育環境を確保するために、施設の適切な維持管理に努め、建物の長

期利用を図ります。 

◆施設の老朽化状況、町の財政事情、児童・生徒数や余裕教室数の状況等を勘案し、

今後の施設のあり方（小中一貫教育、余裕教室の活用等）について検討します。 

＜その他教育施設＞

◆計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努め、建物の長期利

用を図ります。
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（5）子育て支援施設 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

子育て支援施設 

幼稚園・保育園・
こども園 

玉川保育園、平保育園 

幼児・児童施設 
玉川学童保育所、都幾川学童保育所、 
萩ヶ丘小学校内学童保育所 

＜幼稚園・保育園・こども園＞

○「玉川保育園」、「平保育園」の 2施設があり、いずれも町の直営です。 

○「平保育園」は、建築後 40 年以上を経過しており、老朽化が進んでいます。昭和 60

年度に大規模改修を実施しています。 

○児童数は、「玉川保育園」はほぼ横ばい、「平保育園」は微減傾向にあるとともに定

員を大きく下回っています。少子化で子どもの数は減っているものの、核家族世帯

や共働き世帯の増加により、需要があります。  

＜幼児・児童施設＞

○「玉川学童保育所」、「都幾川学童保育所」、「萩ヶ丘小学校内学童保育所」の 3 施設

があり、保護者会により運営されています。 

○施設の老朽化が進んでいます。 

○児童数は、ほぼ横ばいの傾向です。少子化で子どもの数は減っているものの、核家

族世帯や共働き世帯の増加により、需要があります。  

②基本方針 

＜幼稚園・保育園・こども園＞

◆子どもたちの安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維

持管理に努め、建物の長期利用を図ります。

◆今後の需要等を勘案し、施設運営のあり方（民間活力の導入、認定こども園化等）

や集約化等による施設規模の適正化について検討します。

＜幼児・児童施設＞

◆子どもたちの安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維

持管理に努めます。

◆今後の需要等を勘案し、施設運営のあり方（民間活力の導入、学校の余裕教室の活

用等）について検討します。
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（6）保健・福祉施設 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

保健・福祉施設  

高齢福祉施設 地域活動支援センター 

保健施設 ときがわ町保健センター 

その他社会福祉施設 シルバー人材センター、社会福祉協議会事務所 

＜高齢福祉施設＞

○「地域活動支援センター」の 1 施設があり、指定管理者により管理運営されていま

す。 

＜保健施設＞

○「ときがわ町保健センター」があり、町の直営です。 

○施設の老朽化が進んでいます。「ときがわ町保健センター」は、平成 12 年度に大規

模改修を実施しており、実施後 20 年以上が経過しています。 

＜その他社会福祉施設＞

○「シルバー人材センター」、「社会福祉協議会事務所」の 2施設があります。 

○「社会福祉協議会事務所」は建築後 30 年以上が経過しているなど、施設の老朽化が

進んでいます。 

②基本方針 

＜高齢福祉施設＞

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努めます。 

＜保健施設＞

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。 

＜その他社会福祉施設＞

◆利用者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努め、建物の長期利用を図ります。
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（7）行政系施設 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

行政系施設 

庁舎等 
ときがわ町役場本庁舎、ときがわ町役場第二庁舎、 
活き生き活動センター、就業改善センター 

その他行政系
施設 

倉庫（旧ローヤル電機倉庫）、第二庁舎倉庫・書庫・車庫、 
車庫・文化財整理室 

消防施設 

消防第１分団第１部詰所、消防第１分団第２部詰所、消防第１分団
第３部詰所、消防第２分団第１部詰所（コミュニティ消防センタ
－）、消防第２分団第２部車庫及び詰所、消防第２分団第３部車庫
及び詰所、消防第３分団第１部車庫及び詰所、消防第３分団第２部
車庫及び詰所、旧消防第３分団第４部車庫及び詰所 

＜庁舎等＞

○「ときがわ町役場本庁舎」「ときがわ町役場第二庁舎」等の 4施設があります。

○本庁舎は建築後 50 年以上を経過しており、平成 25 年度に大規模改修を実施してい

ます。第二庁舎は建築後約 40 年を経過しており、平成 23 年度に大規模改修を実施

しています。 

○「活き生き活動センター」は建築後 40 年未満の施設で、大規模改修を実施後の平成

30 年から開所しています。 

○「就業改善センター」は、平成 25 年度に大規模改修・耐震補強を実施しています。 

＜その他行政系施設＞

○倉庫、車庫・文化財整理室等の 3施設があります。 

○建築後 30 年前後を経過しています。 

＜消防施設＞

○消防団詰所が 8施設あります。 

○旧消防団詰所が 1施設あり、倉庫として使用しています。 

○施設の老朽化が進んでいます。 

②基本方針 

＜庁舎等・その他行政系施設＞

◆平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点としての機能確保が必要であ

るため、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努め、建物

の長期利用を図ります。

＜消防施設＞

◆消防団が消火活動等を行う際の拠点となる重要な施設であり、計画的な点検や修繕

等の実施により、施設の適切な維持管理に努めます。 
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（8）公営住宅 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

公営住宅 公営住宅 子育て支援住宅 

○「子育て支援住宅」の 1施設があり、町の直営です。 

○若い世帯の定住促進を目的として、平成 17 年度に 3棟建設し、現在、全て入居中と

なっています。

②基本方針 

◆入居者の安全に配慮し、計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管

理に努めます。

（9）公園（公園内の建物部分が該当） 

①現状・課題 

※建物を有する公園のみ該当 

大分類 中分類 施設名 

公園※ 公園 
雀川砂防ダム公園（公衆トイレ）、 
ホタルの里公園（公衆トイレ）、 
ときがわ親水公園（公衆トイレ） 

○「雀川砂防ダム公園（公衆トイレ）」等の 3施設があります。 

○トイレの浄化槽の点検、清掃、法定検査を適宜実施しています。 

○公園・トイレの清掃を委託していますが、週に 1 回程度、職員による状況確認とゴ

ミ回収を実施しています。 

②基本方針 

◆公園施設としてサービスを維持していきます。 

◆計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努めます。 

（10）その他 

①現状・課題 

大分類 中分類 施設名 

その他 その他 

寄宿舎、ときがわブランディング工房、大野作業場、 
旧大野保育園、明覚駅西公衆トイレ、観音堂公衆トイレ、
後野公衆トイレ、旧泉原集会所（倉庫外 2棟）、 
椚平観光トイレ、川の広場公衆便所、 
トレッキングコース（七重休憩施設公衆トイレ）、 
旧小川消防署都幾川分署、大附公衆トイレ、 
宮平公衆トイレ、刈場坂峠公衆トイレ、 
三波渓谷公衆トイレ、やすらぎの家東公衆トイレ、 
慈光寺バス停公衆トイレ、堂平山公衆トイレ、 
椚平公衆トイレ、おためし住宅”やまんなか”、 
シェアハウス”まちんなか”、明覚駅無料自転車置場 
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○住宅施設や公衆トイレ等の 23 施設があります。 

○多くの施設の老朽化が進んでいます。 

○公衆トイレは、町民や観光客に利用されています。 

○「ときがわブランディング工房」は、給食センターの用途廃止後、平成 28 年度より

個人に貸し出ししています。 

○「旧大野保育園」は、飲料水等の製造場として利用されています。 

○「おためし住宅”やまんなか”」の利用者は、平成 30 年度が 100 人となっています。 

○「寄宿舎」には 4 所帯、「シェアハウス”まちんなか”」には 6 世帯が入居するこ

とができます。 

②基本方針 

◆計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努め、可能な限り利

用を継続します。 
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4.2.インフラ資産

（1）道路、農道、林道 

①現状・課題 

分類 種別 数量 

道路 

一級町道 
36,774 ｍ 

238,031 ㎡ 

二級町道 
37,077 ｍ 

192,822 ㎡ 

歩行者道 
3,455 ｍ 

9,247 ㎡ 

その他の町道 
403,264 ｍ 

1,049,837 ㎡ 

計 
480,570 ｍ 

1,489,937 ㎡ 

農道 
547 ｍ 

2,188 ㎡ 

林道 
27,693 ｍ 

96,835 ㎡ 

○道路延長は約 481km、農道は約 1km、林道は約 28km となっています。 

○道路については、平成 25 年度に路面性状調査を実施しています。その結果に基づき、

優先順位を決定し、計画的に打換え等を実施しています。また、住民要望等により

適宜修繕等を実施しています。 

○局所的な舗装や道路付属物（原因者が特定できない場合）の破損は、直営にて随時

対応しています。 

○農道、林道については、職員により年に 1 回程度の定期点検を実施し、適宜修繕等

を実施しています。 

②基本方針 

◆予防保全型の計画的な維持管理により、安全で円滑な交通の確保と、維持管理費用

の抑制・平準化に努めます。 

◆舗装修繕は舗装の劣化状況・費用対効果などを考慮し５か年で計画をしています。

著しく舗装の劣化等が悪くなれば随時計画を見直していきます。 

◆路面性状調査の結果や交通量等を勘案して、優先度に応じた修繕等を実施します。 
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（2）道路橋、農道橋、林道橋 

①現状・課題 

分類 数量 

道路橋 

242 橋 

1,926 ｍ 

7,609 ㎡ 

農道橋 

1 橋 

9 ｍ 

40 ㎡ 

林道橋 

5 橋 

48 ｍ 

288 ㎡ 

○道路橋は 242 橋、農道橋は 1橋、林道橋は 5橋となっています。 

○道路橋については、近接目視による定期点検・診断等を 5年毎に実施（橋長 15ｍ以

上は委託業者、橋長 2～15ｍは職員が実施）しています。 

○平成 25 年度に「ときがわ町橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画的な修繕等を実

施しています。 

○農道橋、林道橋については、職員による簡易点検を実施しています。 

②基本方針 

◆「ときがわ町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、予防保全型の計画的な維持管理に

より、安全で円滑な交通の確保と、維持管理費用の抑制・平準化に努めます。 

◆橋梁耐震補強については、橋梁の落橋・倒壊等の甚大な被害を防止するための対策

を検討していきます。 

◆橋梁の維持管理に関する講習会や研修会等を通じて、職員の知識や技術の向上に努

めます。 

◆定期点検として簡易橋梁点検を今後も継続していきます。 

（3）上水道 

①現状・課題 

分類 種別 数量 

上水道 

管路 110,163 ｍ 

上水道施設 
10 施設 

658 ㎡ 

○上水道の管路延長は約 110km となっています。 

○水道管については、職員又は業務委託により、年に 1 回以上の漏水調査を実施し、

適宜修繕等を実施しています。 

○建物や機械器具については、職員が週に 1 回の目視点検を実施し、適宜修繕等を実

施しています。 

○平成 20 年度に「ときがわ町水道ビジョン」、平成 23 年度に「ときがわ町水安全計



50 

画」、平成 30 年度に「ときがわ町水道事業経営戦略」を策定しています。 

②基本方針 

◆「ときがわ町水道事業経営戦略」に基づき、計画的に施設の更新等を実施し、安全

で安定した供給の確保と、維持管理費用の抑制・平準化に努めます。 

（4）農業用灌漑用水 

①現状・課題 

分類 種別 数量 

農業用灌漑用水 

圃場整備区域 93 ha 

ため池 26 箇所 

用水路堰 28 基 

用水路 20,535 ｍ 

揚水機場 3 基 

ダム放流施設 1 施設 

○農業用灌漑用水の用水路の延長は約 21km となっています。 

○職員が定期的に点検を実施し、損傷等が確認された場合は、適宜修繕等を実施して

います。 

○令和元年度に「農業用施設長寿命化計画」を策定しています。 

②基本方針 

◆予防保全型の計画的な維持管理により、安定供給の確保と、維持管理費用の抑制・

平準化に努めます。 

◆「農業用施設長寿命化計画」に基づき、計画的な維持管理及び修繕等を進めていき

ます。 

（5）雨水渠 

①現状・課題 

分類 数量 

雨水渠 411 ｍ

○雨水渠の管路延長は 411m となっています。道路冠水解消のために、2箇所に設置さ

れています。

②基本方針 

◆予防保全型の計画的な維持管理により、安全の確保と、維持管理費用の抑制・平準

化に努めます。 

（6）浄化槽 

①現状・課題 



51 

分類 数量 

浄化槽 1,039 基 

○浄化槽は 1,039 基となっています。「浄化槽設置管理事業」により、合併処理浄化槽

の設置を進めてきました。

○今後は、経年劣化等に伴い、浄化槽本体及び付属品等の修繕や更新等の費用の増加

が見込まれています。 

②基本方針 

◆予防保全型の計画的な維持管理により、衛生的な生活環境の保全と、維持管理費用

の抑制・平準化に努めます。 

（7）公園 

①現状・課題 

分類 数量 

公園 
13 施設 

     101,395 ㎡ 

○公園は 13 施設となっています。 

○業者委託により年に 1 回の遊具等の点検を実施しています。その報告書に基づき、

危険度の大きい箇所又は緊急性の有無から判断し、修繕等を実施しています。 

○担当職員は「遊具の点検講習会（日本公園施設協会主催）」を受講しています。

②基本方針 

◆予防保全型の計画的な維持管理により、維持管理費用の抑制・平準化に努めます。 

◆施設や設備の老朽化の対応やバリアフリー化等により、安全性や利便性の向上に努

めます。 

◆遊具点検に関する講習会や研修会等を通じて、職員の知識や技術の向上に努めます。

（8）河川 

①現状・課題 

分類 種別 数量 

河川 
準用河川 

1 河川 

520 ｍ 

普通河川（水路）     27 河川 

○準用河川は 1河川、普通河川（水路）は 27 河川となっています。 

○1・2級河川及び普通河川の砂防指定区間は、埼玉県（東松山県土整備事務所）が護

岸や堰堤等の維持管理を担っています。 

○町が管理する護岸等は準用河川の馬場川の一部区間のみです。 

○河床の草刈り等は、原則的には各地域で実施（雀川の一部の区間は埼玉県が実施）

しています。 
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○住民からの報告等により、適宜修繕を実施しています。 

○田黒川、地家川、吉沢川、番匠川、瀬戸川、桃木川の堆積土が増しているため、必

要に応じて順次浚渫を行っていきます。 

②基本方針 

◆予防保全型の計画的な維持管理により、安全の確保や環境の保全と、維持管理費用

の抑制・平準化に努めます。 

◆住民やボランティア団体等との協働による清掃や除草等の河川美化活動を推進しま

す。 
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5.推進体制 

5.1.全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有

（1）全庁的な取組体制の構築 

○公共施設等マネジメントに主体的に取り組む部署が中心となり、施設所管課等の関連

部署と連携し、全庁的な取組体制を構築します。 

○全庁的な調整や合意形成を行う場としての庁内検討組織を設置します。 

図 5-1 全庁的な取組体制のイメージ 

（2）情報の一元管理 

○施設ごとに施設所管課が把握している施設情報について、一元的に管理・共有化する

ために、施設情報のデータベース化を進め、施設情報を継続的に更新し、活用できる

仕組みを構築します。 

図 5-2 情報管理・共有のイメージ 

庁内検討組織 

事務局（企画財政課） 

提案・報告 等検討・承認

施設所管課 施設所管課 施設所管課 施設所管課

・計画の進行管理 

・情報の一元管理 

・予算確保等における権限 等 

データベース
定期的な更新

固定資産台帳等連携

施設Ａ情報 施設Ｂ情報 施設Ｃ情報

データ一元化 

データ更新

評価・検証

情報の一元管理・共有
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5.2.フォローアップの実施方針

（1）PDCA サイクルによる計画の推進 

○PDCA(計画・実施・評価・改善)サイクルにより、取組の進捗管理や改善を行い、本計

画を着実に推進していきます。 

図 5-3 フォローアップの実施のイメージ 

（2）議会・町民との情報共有 

○計画を推進するためには、町民と情報や意識を共有することが重要であるため、取組

状況等の議会報告、町のホームページや広報等を活用した情報公開に努めます。 
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資  料  編 
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1.公共施設等の将来更新等費用の試算条件 

（1）公共施設 

◆物価変動率、落札率等は考慮しない 

◆公共施設の更新（建替え）、大規模改修は、更新年数経過後に現在と同じ延床面積で更

新する 

◆建築後、30 年で大規模改修を実施（ただし、大規模改修の実績がある施設は除く） 

◆建築後、60 年で更新（建替え）を実施 

◆建築後 31～50 年を経過していて、大規模改修未実施の施設については、今後 10 年間

に実施するものと仮定して、大規模改修費用を均等に振り分けて計上 

◆更新（建替え）費用、大規模改修費用の単価は、「公共施設等更新費用試算ソフト」の

値を採用 

表 公共施設の更新等費用の単価 

出典：公共施設等更新費用試算ソフト（総務省監修）  

用途

町民文化系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡
社会教育系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡
産業系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡
学校教育系施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡
子育て支援施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡
保健・福祉施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡
医療施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡
行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡
公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡
公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡
供給処理施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡
その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡

大規模改修 更新（建替え）
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（2）インフラ資産 

①道路

◆更新年数 

・15 年   

◆更新費用 

・全整備面積を 15 年で割った面積の舗装部分を、毎年度更新していくと仮定 

◆更新費用単価 

  ・道路（1級、2級、その他）：4,700 円/㎡ 

・歩行者道：2,700 円/㎡ 

②橋りょう

◆耐用年数 

・60 年 

◆更新費用 

・全整備面積を 60 年で割った面積の舗装部分を、毎年度更新していくと仮定 

◆更新費用単価 

・448 千円/㎡ 

③上水道

◆耐用年数 

・40 年  

◆更新費用単価 

・100 千円/m 

◆建設年度が不明の上水道管 

・平成 28 年度から令和 37 年度までの 40 年間に、更新費を均等に振り分け 

◆上水道施設（建築物） 

・建築後 30 年で大規模改修、60 年で更新を実施（※建築年度が不明のため、40 年間に

更新費を均等に振り分け） 

・更新（建替え）費用単価：36 万円/㎡、大規模改修費用単価：20 万円/㎡ 
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